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議
員　

放
送
の
基
準
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。
緊
急

事
態
の
放
送
は
誰
が
判
断

し
て
、
誰
が
放
送
す
る
の

か
。

村
民
生
活
部
長
　
運
用
規

程
等
に
基
づ
く
。
原
子
力

緊
急
事
態
の
時
は
災
害
対

策
本
部
な
ど
の
決
定
で
村

の
職
員
が
放
送
す
る
ほ

か
、
被
害
が
な
か
っ
た
時

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
Ｓ
Ｎ

Ｓ
な
ど
で
情
報
を
発
信
す

る
。
防
災
無
線
の
ニ
ー
ズ

は
高
く
、
と
く
に
高
齢
者

に
期
待
さ
れ
て
い
る
。

議
員　

対
策
本
部
の
招
集

は
時
間
が
か
か
る
。
事
故

の
時
、
初
期
の
情
報
は
確

実
に
早
く
伝
達
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
事
業
者

ま
か
せ
で
な
い
合
理
的
な

方
法
の
再
検
討
を
。

議
員　

本
村
の
中
学
校
教

員
の
超
過
勤
務
は
月
平
均

90
時
間
で
過
労
死
直
前
の

実
態
。
健
康
が
心
配
、
生

徒
へ
の
教
育
効
果
も
疑

問
。具
体
的
な
改
善
案
は
。

教
育
長
　
現
在
、
先
生
方

の
勤
務
実
態
調
査
を
集
計

中
。
結
果
を
も
と
に
、
部

活
動
指
導
を
は
じ
め
改
善

策
を
学
校
と
話
し
合
う
。

議
員　

教
育
環
境
の
改
善

策
の
一
つ
、
各
教
室
へ
の

エ
ア
コ
ン
設
置
、
そ
の
後

の
調
査
は
。

教
育
次
長
　
設
置
の
可
否

を
引
き
続
き
検
証
す
る
。

議
員　

今
後
、
人
口
の
減

少
や
税
金
、
補
助
金
、
交

付
金
等
の
縮
減
が
想
定
さ

れ
る
。
自
ら
の
総
合
管
理

計
画
を
構
築
す
る
た
め
に

は
公
共
施
設
、
会
議
室
等

の
空
き
時
間
を
有
効
活
用

し
、
収
益
性
の
あ
る
公
共

施
設
等
に
つ
い
て
は
、
使

用
さ
れ
て
い
な
い
時
間
帯

を
民
間
に
貸
し
出
す
な
ど

の
積
極
的
な
施
設
運
用
を

行
う
こ
と
が
必
要
な
時
期

で
は
な
い
か
。
既
に
市
役

所
に
コ
ン
ビ
ニ
、
コ
ミ
セ

ン
に
郵
便
局
な
ど
を
誘
致

し
て
い
る
自
治
体
も
あ

る
。
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の

問
題
は
あ
る
が
、
で
き
な

い
と
決
め
つ
け
ず
に
、
で

き
る
こ
と
を
考
え
る
経
営

姿
勢
が
必
要
で
は
な
い

か
。

総
務
部
長
　
有
効
活
用
が

可
能
な
す
べ
て
の
公
共
施

設
を
対
象
に
村
民
の
利
便

性
を
考
慮
し
た
上
で
、
先

進
事
例
を
参
考
に
空
き
時

間
の
有
効
活
用
、
維
持
管

理
に
要
す
る
使
用
料
収
入

等
の
現
状
分
析
等
を
行
い

柔
軟
な
検
討
を
進
め
る
。

村
長
　
公
共
施
設
の
運
用

管
理
に
つ
い
て
は
指
摘
の

通
り
で
き
な
い
こ
と
を
並

べ
て
い
く
こ
と
が
多
く

な
っ
て
い
る
の
で
、
柔
軟

に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

や
は
り
、
村
民
の
利
便
性

を
確
保
し
た
上
で
今
後
前

向
き
に
検
討
し
て
い
き
た

い
。

問
質
般
一

新政とうかい　武部　愼一　議員

豊創会　阿部　功志　議員

問

問

答

答

防災無線は
　原発事故のとき有効か

公共施設等の
　有効活用について

運用規程に基づき実施する

村民利便性を確保し前向きに検討

問
　
小
中
学
校
の
先
生
の

過
酷
な
勤
務
実
態

答
　
勤
務
実
態
調
査
を
集

計
中

公共施設の有効活用を進める地方自治体
（秦野市HPより抜粋：西庁舎にコンビニ）

防災無線の更なる活用を


